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序　文

　モロッコ王国は大西洋と地中海に面した海運国であり、国の高等海事学院（ISEM）で上級船舶

職員の教育・訓練の充実を図っている。しかし「船員の訓練及び資格証明並びに当直基準に関す

る国際条約」（STCW条約）批准のための基準を満たすには、その教育機材・カリキュラム・指

導要領などが不十分なため、我が国にプロジェクト方式技術協力を求めてきた。

　これを受けた国際協力事業団は、1995年１月の事前調査、同年９月の長期調査に続く 1996年

１月、実施協議調査団を派遣して討議議事録（R/D）の署名を取り交わし、1996年４月１日から

５年間にわたる技術協力を行ってきた。

　今般は、本プロジェクトの協力期間終了を５か月後に控え、2000年10月30日から11月９日ま

で、運輸省航海訓練所航海科長　湯本宏氏を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣し、モ

ロッコ側評価チームと合同で終了時評価を行った。この結果、プロジェクトは当初目標を十分達

成しており、計画どおり終了して問題ないことが確認された。

　さらに調査完了後の2000年12月には、国際海事機関（IMO）からSTCW95条約（1997年に発

効した新しい基準）の要件を満たしている国のリスト（ホワイトリスト）が発表され、ISEMの

訓練水準が国際基準を満たしていることが公式に認定された。これにより、５年間にわたる我が

国の技術協力の目標は、確実に達成されたことが明らかになった。

　本報告書は同調査団の調査・評価結果を取りまとめたもので、今後の国際協力の展開に広く活

用されることを願うものである。

　ここに、調査団の各位をはじめ、ご協力いただいた外務省、運輸省、中部電力株式会社、在モ

ロッコ日本大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続きいっそう

のご支援をお願いする次第である。

平成 12年 12 月

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際協力事団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　泉　堅二郎
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第２章　要　約

　本調査団は2000年10月30日から11月９日までの日程でモロッコ王国を訪問し、「モロッコ高

等海事学院プロジェクト」に係る終了時評価調査を行った。評価にあたっては、モロッコ高等海

事学院（ISEM）、運輸・海運省などモロッコ側関係機関との協議及びヒアリングを行い、派遣専

門家との協議も踏まえて、プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）の評価５項目によ

る分析を実施した。評価内容については、モロッコ側、日本側の合同評価報告を作成し、ミニッ

ツ（付属資料１．）に添付した。

　各項目ごとの評価結果は以下のとおりである。

（１）目標達成度

　プロジェクトの目標は「ISEMにおいて行われていた船員教育を国際訓練基準、具体的には1978

年に制定され 1995 年に改正された船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

（STCW 条約）に沿った訓練内容に向上させること」である。

　本プロジェクトによる各種訓練コースの設定、当該コースのカリキュラムの整備及び策定、訓

練機材の供与及び同マニュアル作成、カウンターパート（C/P）研修等の技術指導で、1997 年 10

月から改正 STCW条約に沿った訓練を開始、現在に至っている。

　ISEMの主要レギュラーコース（４年制の船舶職員養成コース）においては、いまだ卒業生を

輩出していないが、各種向上訓練コース（短期の社会人再訓練コース）については開講以来順調

に訓練が実施され、修了者が海上で活躍している。

　本プロジェクトにおいては、一部の向上訓練コース用教材作成、及びディーゼルエンジンとエ

ンジンアナライザーの訓練マニュアルに沿った教育技法の技術移転が残されているが、それらも

プロジェクト終了時までには完了する見通しである。

（２）効　果

　プロジェクトによるISEMの技術レベル向上は2001年１月開始予定の周辺諸国を対象にした第

三国研修の実施計画、モロッコ民間船社からの自社船員再教育の要請、レギュラーコース志願者

の高倍率の持続等が効果となって現れている。

　さらに、モロッコが2000年から２年間、国際海事機関（IMO）の非常任理事国として選ばれた

こともプロジェクトの間接的な効果と考えられる。

（３）実施の効率性

　日本側は５名の長期専門家、延べ 12 名の短期専門家、12 名の C/P 研修実施及び約４億円の機
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材供与を投入した。モロッコ側は延べ 28 名の C/P 配置、予算措置及び必要な建物・施設等の提

供を行った。

　これらの投入は、ディーゼルエンジンプラントの調達時期が遅れた点を除いて、質、量及び時

期的にもおおむね当初予定どおり実施された。また、ディーゼルエンジンプラント調達の遅れも

その後のプロジェクト活動の中で挽回した。

（４）計画の妥当性

　本プロジェクトの上位目標は「優秀な海事関係者が確保され、モロッコ海事セクターの発展に

寄与すること」である。

　モロッコにおいて最近決定された開発５か年計画においても自国海運の増強が含まれており、

優秀な船員の確保育成は同計画の達成に必要不可欠である。

　本プロジェクトの目的の達成は上記計画に沿ったモロッコの発展に寄与するものであり、計画

は妥当といえる。

（５）自立発展性の見通し

１）制度的側面

　ISEMはモロッコの重要産業である海事セクターに優秀な人材を供給するために1978年に設

立されたモロッコにおける唯一の教育機関である。

　現在のスタッフ数は管理部門 22 名、教官 14 名、その他職員 84 名が在籍している。

　プロジェクトの推進と並行して 1999 年に修士コースを開設し、教育訓練の充実に務めてい

る。

　ISEMはモロッコの輸出振興政策の推進に不可欠な海運セクターの人材供給に責任を有する

唯一の機関であり、また将来的な組織拡充は政府の責任でもある。

２）財政的側面

　供与されたディーゼルエンジンプラント等訓練機材に関する、プロジェクト終了後の運転、

及び維持・管理に必要な予算措置について、モロッコ政府は特別枠を設けるなど、適切に対処

する旨確約している。

　また、向上訓練コースから得られる収入の15％を機材等の維持管理に充当する制度を設けて

おり、今後財政面においても自立発展していくものと思料される。

３）技術的側面

　ISEMの教官の多くは最高位の海技資格等を所持し、かつ、十分な実務経験も有している。

また、本プロジェクトを通して海事セクターに関する情報交換のシステムも構築されたことか

ら技術的にも自立発展が期待できる。
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（６）結　論

　以上から「ISEMの訓練水準を改正 STCW条約（STCW95 条約）の基準に向上させる」とい

う本プロジェクトの目標は、協力期間終了までに達成できると判断する。

　なお、本件調査実施後の 2000 年 12 月に IMO からホワイトリストが公表され、モロッコも

掲載されたことから、ISEMの訓練水準が同条約の規定に準拠していることが公的に認定され

た。
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第３章　プロジェクトの経緯

３－１　プロジェクト成立の経緯

　モロッコは北部を地中海に、西部を大西洋に、南部をサハラ砂漠に囲まれた地理的環境から、

国際貿易における海運の比重が高く、国家として自国船籍の商船の増強を進めている。また、こ

れら自国船の操船は自国船員によって行っており、海技士・部員の育成に注力している。

　海事関連の国際条約として、船員の教育・訓練や資格証明の発給に関する国際基準を規定した

「船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」（STCW78 条約）が 1984 年４月

に発効されていたが、モロッコは批准が遅れており、また、海運界の技術革新からも立ち遅れて

いたため、1993年８月、モロッコの士官クラスの海技士育成機関である高等海事学院（ISEM）に

おける航海・機関分野のシミュレータ等航行・船舶機器に関する技術力向上を目的としたプロ

ジェクト方式技術協力（海運商船士官実務訓練強化）を日本に要請してきた。

　この要請に対し、我が国は1995年１月に事前調査団を派遣し、要請の背景・妥当性の調査、プ

ロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）ワークショップによる問題分析、プロジェクト

実施計画の協議を行った。その結果、「より質の高い人材の供給を通じ、モロッコの海事分野全

般の発展に寄与することを目的とし、STCW条約等国際条約に準拠してISEMの訓練レベルを向

上させる」ことを本プロジェクトの目標とし、専門家派遣、研修員受入、機材供与による５年間

のプロジェクト方式技術協力計画を立案した。

　1995年９月には協力内容の詳細について協議するため長期調査員チームを派遣し、追加情報収

集と供与機材の詳細検討、及び現地調達の可否について調査した。その結果、本プロジェクトの

協力範囲を以下の分野とした。

・ISEM のレギュラーコース（新卒）の航海科と機関科

・向上コース（再訓練コース）のレーダー／自動衝突予防援助装置（ARPA）シミュレータコー

ス、全世界的海上遭難・安全システム（GMDSS）コース、防火・生存訓練コース、化学タン

カーコース、その他可能な範囲

また、技術移転の内容としては以下の７項目とした。

・カリキュラム開発

・教授資料開発（シラバス、テキストなど）

・教授方法

・供与機材の運用・保守

・講座準備手法

・訓練コース管理手法

・訓練評価手法
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　なお、中心的な供与機材であるディーゼルエンジンプラントについて、長期調査時点では現地

調達が十分可能であるとの調査結果を得た。

　これらを踏まえ、1996年１月にプロジェクト実施に関する討議議事録（R/D）署名のための実

施協議調査団を派遣し、マスタープランに従って 1996 年４月から５年間の技術協力が開始され

た。

　本節については付属資料６．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、同７．活動計

画書（PO）、同８．要請から実施協議までの協力計画立案状況、を参照。

３－２　STCW条約について

（１）STCW78 条約

　1967年に英仏海峡で発生した巨大タンカー、トリーキャニオン号の座礁に伴う広範囲な海洋汚

染事故を契機に、国際的に船員の資質の向上を図る必要があるとの機運が高まり、海上における

人命、財産の安全と海洋汚染の防止を目的として1978年に72か国により採択された国際条約で

ある。それまで各国政府の裁量に任されていた船員の教育・訓練や資格証明書の発給に関する基

準を国際的に統一する最初の動きとなった。同条約は1984年４月28日に発効し、1996年８月時

点で 118 か国が批准していた。

（２）STCW95 条約

　STCW78 条約の批准が全世界に拡大する一方で、条約発効後も海難事故や環境汚染は減少せ

ず、しかもそれらが人的原因であったことから、当時締約国に任されていた資格証明書発給に関

する能力評価や判定の信頼性が問題視された。当時の資格制度が船舶の技術革新を反映した近代

的な船内就労体制に対応できていないこともあり、これらに対応してSTCW78条約を全面的に見

直す必要性が高まり、検討作業を経て 1995年６月の STCW条約改正締約国会議において改正案

が採択され、1997 年２月に発効し、５年後の 2002 年２月に完全実施される予定である。各締約

国はこのスケジュールに合わせて海事資格制度の整備を進めている。

（３）ホワイトリスト

　STCW78条約からSTCW95条約への改正の基本概念は「時代に対応した近代的な資格制度への

見直し」「実技を重視した新しい評価基準を確立すること」であり、以下の４項目を基本原則と

している。

１）条約の遵守と検証の方法の強化

２）能力評価における実技能力の重視

３）資格証明への FUNCTIONAL APPROACH の導入
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４）教育・訓練と評価におけるコンピューターの導入

　改正前のSTCW78条約の問題点は、加盟国の中に条約を正しく履行していない国があっても

確認、排除できない点であったため、改正後のSTCW95条約ではその対策として「ホワイトリ

スト」制度が導入された。

　各締約国は定められた期間内に以下の情報を国際海事機関（IMO）事務局長宛に送付し、IMO

事務局長から条約の規定の履行について確認を受けたのち、IMO海上安全委員会でその履行が

証明され認定される必要があり、IMOは認定された締約国を「ホワイトリスト」として発表す

る。ホワイトリストに掲載された国の発給する資格証明は国際的に通用する。

　締約国が IMO 事務局長に送付する情報は、次のとおりである。

・STCW条約本文が規定している締約国が条約を実行するためにとった手段についての情報

・STCW コードで要求しているその他の情報

　万一、締約国がホワイトリストから漏れた場合、国際航海に従事する船舶は、外国の港での

検査において安全基準を満たしていないと判定された場合、入港拒否、出港停止他、種々の罰

則を受けることになり、事実上、国際航海を行えなくなる。

　一方で、改正後のSTCW95条約には基準が明示されていない項目が多いことから、各締約国

がホワイトリスト掲載をめざした海事免許発給制度整備を進める場合、各締約国は準備作業を

「手探り」で進めざるを得ないのが実情である。

　なお、ホワイトリストは 2000 年 12 月の IMO海事安全委員会で公表され、IMO事務局長へ

の文書提出期限1998年７月までに書類を提出した99か国の中で、公表時までに審査を終えて

いた80か国のうちの72か国が掲載された。モロッコもホワイトリストに掲載された。また、

次回2001年５月のIMO海上安全委員会では評価作業が継続されている国の結果を公表する予

定である。

（４）ホワイトリスト掲載の要件

　ホワイトリスト掲載の要件は、以下のとおりである。

１）STCW条約の改正によって創設された、海事資格取得に必要な教育・訓練内容や技術的な

要件（コードA：強制事項、コード B：勧告指針）を満たす訓練を行い、実務能力を評価す

る制度を整備すること。

・コード A：条約が効果をあげるために締約国が維持すべき最低基準

・コードB：条約が統一的効果的に実施されるために、最大限に考慮されなければならない

勧告指針
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［STCWコードAのタイトル］

〈航海〉

①A－Ⅱ／１　総t数500t以上の船舶において航海当直をする職員の最小限の能力

基準の詳細

②A－Ⅱ／２　総t数500t以上の船舶の船長及び１等航海士の最小限の能力基準の

詳細

③A－Ⅱ／３　沿岸航海に従事する総t数500t未満の船舶の船長及び１等航海士の

最小限の能力基準の詳細

④A－Ⅱ／４　航海当直を担当する部員のための最小限の能力基準の詳細

〈機関〉

⑤A－Ⅲ／１　人員が配置される機関区域の航海当直を担当する機関部職員または

定期的に無人の状態に置かれる機関区域の当番に指名される機関部

職員の資格証明のための最小限の要件

⑥A－Ⅲ／２　推進出力3,000kw以上の主推進機関を備えた船舶の機関長及び１等

機関士の最小限の能力基準の詳細

⑦A－Ⅲ／３　推進出力750kw以上3,000kw未満の主推進機関を備えた船舶の機関

長及び１等機関士の最小限の能力基準の詳細

⑧A－Ⅲ／４　人員が配置される機関区域の航海当直を担当する部員または定期的

に無人の状態に置かれる機関区域の当番に指名される機関部の当直

を担当する部員のための最小限の能力基準の詳細

〈無線〉

⑨A－Ⅳ／２　GMDSS 無線通信士に対する最小限の能力基準の詳細

〈特定船舶〉

⑩A－Ⅴ　特定の種類の船舶に乗り組む者に対する特別な訓練要件

〈非常時、職業上の安全、医療及び生存〉

⑪A－Ⅵ／１－１　個々の生存技術における最小限の能力基準の詳細

⑫A－Ⅵ／１－２　防火及び消火についての最小限の能力基準の詳細

⑬A－Ⅵ／１－３　基本応急手当における最小限の能力基準の詳細

⑭A－Ⅵ／１－４　個々の安全及び社会的責任における最小限の能力基準の詳細

⑮A－Ⅵ／２－１　救命用の端艇、いかだ並びに高速救命艇を除く救命艇におけ

る最小限の能力基準の詳細

⑯A－Ⅵ／２－２　高速救命艇における最小限の能力基準の詳細
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⑰ A－Ⅵ／３　　　上級消火における最小限の能力基準の詳細

⑱A－Ⅵ／４－１　応急手当における最小限の能力基準の詳細

⑲A－Ⅵ／４－１　船内で医療を担当する者における最小限の能力基準の詳細

２）船員の訓練及び能力評価を、条約の規定に従って、船内または陸上で、条約の規定する資

格保有者をもつ実務能力評価者と責任者による実施、管理、監視の下に行う制度を整備する

こと。

３）条約を遵守していない自国の船舶や船員に対し、あるいは無資格船員を雇用したり、必要

な資格を持たない者に仕事を行わせた会社や船長に対し、罰金や懲戒を科す国内法を整備す

ること。

３－３　本プロジェクトとSTCW条約の関係

　モロッコは本プロジェクトの要請を日本政府に提出した1993年８月時点では改正前のSTCW78

条約への批准を準備している段階であり、ISEMはフランスマルセイユ商船学校の協力によって

作成した STCW78 条約に準拠したカリキュラムに沿って訓練を実施していた。

　本プロジェクトは、STCW条約の改正に対応してISEMの訓練内容を改正後のSTCW95条約の

規定まで向上させることが目標である。ISEMはモロッコにおける唯一の商船士官養成と既存の

商船士官・商船部員の再訓練を行う機関であるため、モロッコ士官・船員の能力を向上させ国際

的に通用する海技資格を維持するためには、ISEMの訓練水準をSTCW95条約の要件を満たす水

準に向上させることが不可欠である。

　最終的に、ISEMの訓練水準がSTCW95条約に準拠していることを確認するためには、モロッ

コがホワイトリストに掲載される必要があるが、一方で、ホワイトリスト掲載には訓練機関の整

備だけでなく、国内法規の整備など締約国の制度整備が必要である。モロッコにおいても、ISEM

は陸上訓練機関という一部分を担当しているに過ぎず、ISEMの訓練内容を向上させれば、すな

わちホワイトリストに掲載される、という関係にあるわけではないことを注意する必要がある。

（１）プロジェクト開始時の ISEM の問題点

　STCW78条約からSTCW95条約への変更内容、すなわち、プロジェクト開始時の ISEMの問題

点は、以下のとおりである。

・船長・航海士の能力基準に「レーダー及びARPAシミュレータ」による訓練が強制されるよ

うになった。

・特定船舶の乗組員に対する特別訓練要件が強化され、タンカーの乗組員に対する規定に加え
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て、RO/RO 客船の乗組員に対する規定が追加された。

・非常時、職業上の安全、医療及び生存に関する能力基準として、「救命艇及び救命いかだ」に

加え、すべての船員に対する「基本的な訓練」「上級消火訓練」及び「応急手当」や「医療」

に関する規定が追加された。

（２）ISEM のカリキュラム改編の方向性

　カリキュラム改編が必要なポイントは、次のとおりである。

１）レギュラーコースが準拠する STCW コード A

〈航海科〉

①A－Ⅱ／１　総 t 数 500t 以上の船舶の職員

②A－Ⅱ／２　総 t 数 500t 以上の船舶の船長及び１等航海士

⑨から⑲のうちの必要な能力基準

〈機関科〉

⑤A－Ⅲ／１　機関部職員

⑥A－Ⅲ／２　推進出力 3,000kw 以上の船舶の機関長及び１等機関士

⑨から⑲のうちの必要な能力基準

２）向上訓練コースが準拠する STCWコード A

強制事項となった「レーダー／ ARPA シミュレータ」

⑨から⑲のうちの必要な能力基準
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第４章　プロジェクトの計画達成度

４－１　実施運営体制

（１）高等海事学院（ISEM）の位置づけ

　ISEMは1978年、モロッコの貿易に重要な役割を果たしている海運に対し、その活動の核とな

る上級船舶職員を供給するために国が設立した国内唯一の教育機関である。

　途中、主管が漁業・海運省から運輸・海運省に代わったものの、ISEMの果たすべき役割に変

化はなく、STCW条約改正にみられるとおり船員教育に関する国の責任強化等国際的動向に対応

するためにも、ISEM に課せられた責任はますます重要になった。

　このためISEMは船舶職員養成のレギュラーコースの修業年限延長、既成船員のレベルアップ

等向上訓練コースの整備及び大学院修士課程の新設等、教育訓練内容の充実を図っているところ

である。

（２）組織

　付属資料９．実施体制概要図及び高等海事学院組織図参照。

（３）スタッフ

　付属資料 10．内部講師リスト参照。

４－２　協力分野別活動状況

　本プロジェクトの目標は「国際訓練基準に則した、船員教育（航海及び機関）の訓練が高等海

事学院で実施される」ことであり、そのため次の具体的活動項目を設けた。

・STCW95 条約の技術を満たし、モロッコのニーズに適合した教育方針を明確にする。

・訓練カリキュラムが、実習及び理論双方の技術革新に反映される。

・適切な実習訓練が確保される。

・適切な向上訓練が確保される。

・教官が適切な専門性と教授能力を有する。

・全世界的海上安全遭難・安全システム（GMDSS）関連訓練が実施される。

・訓練コースのための適切な機材が確保される。

　これを受け、日本側は専門家の派遣、機材供与及びカウンターパート（C/P）研修の実施等の

技術協力を行い、終了時評価の調査時点までに本プロジェクトは次の実績を得て、その目標をお

おむね達成していることが確認できた。
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（１）国際訓練基準を ISEM カリキュラムに反映し、外部評価のための報告書を提出した。

（２）国際訓練基準を満たすことを目的としたカリキュラムを改定した。

（３）実習訓練及び乗船実習を整備し実施した。

（４）向上訓練を整備し実施した。

（５）各分野の最新設備機材を用いた日本での研修を実施した。

（６）GMDSS 関連訓練を整備し実施した。

（７）ディーゼルエンジンプラントを利用した航海科導入訓練を検討した。

　なお、一部向上訓練の教材の整備及びディーゼルエンジンプラントとエンジンアナライザーに

関する実習技法の技術移転が残されているが、プロジェクト終了までには完了できる見込みであ

る。

　本プロジェクトの目的である国際訓練基準に則した訓練であるか否かの外部評価については、

モロッコがIMOのホワイトリストに掲載された結果、ISEMにおける船員教育が国際訓練基準を

満たしていると国際的に認定されたことになる。

４－２－１　航海分野

　航海分野における活動実績は表４－１のとおりである。

整備

コース名

レギュラー

コース

乗船実習

向

上

訓

練

カリキュ

ラム／シラ

バス策定

実施済み

実施済み

実施済み

実施済み

実施済み

実施済み

防火

救命

レーダ／

ARPA

化学製品

輸送

主要供与機材

油圧制御実習装置

電子海図表示情報システム

オイルフェンス、可燃ガス検知器

酸素検知器、火災検知器、

消防員装具、呼吸具

蘇生訓練用マネキン、酸素ボンベ

救命筏、イマージョンスーツ

電子海図表示情報システム

荷役実習シミュレータ用ソフト

化学薬品防護スーツ

C/P

研修

実　施

実　施

実　施

実　施

実　施

実　施

教材

整備

作成

済み

作成

済み

作成中

作成中

作成中

作成中

訓練

開始

時期

1997.10

2000.10

1997.10

1997.10

1997.10

1997.10

表４－１　航海分野の活動実績
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　強化及び整備された各コースにおける訓練は既に実施に移され、就学年限４年のレギュラー

コースの卒業生はまだないものの、向上訓練コースの訓練修了者は開講以来調査時までに、士官

1,471 名、部員 3,534 名合計 5,005 名を数えている。

　　

航海分野の今後の課題としては、以下の項目が考えられる。

（１）日本から派遣した短期専門家による向上訓練に関する検討結果及び提言には相当高度の

内容も含まれており、プロジェクト終了後もISEMはそれらを各コースの内容充実に反映す

る必要がある。

（２）また、供与機材のよりいっそうの活用、訓練内容の充実の観点からも、ディーゼルエン

ジンの航海コースでの利用、または、向上訓練機材である荷役シミュレータのレギュラー

コースでの活用等を図る必要がある。

４－２－２　機関分野

　我が国に例をみるまでもなく、船員教育には多くの投資が必要であり、各国とも船員教育に対

しては政府がバックアップを行っている。これに係る教育のなかでも機関分野においては、必要

な機材の種類が多く、かつ高価な機材も含まれるため、一般的に教育予算に占める割合は高く

なっている。

　本プロジェクトにおいても、ISEMがモロッコの船員教育機関としてSTCW95条約の基準をク

リアするという目標に向けて、機関分野においては初期の段階から供与機材投入が実行され、プ

ロジェクトを軌道に乗せる足がかりをつくった。そして、これと並行しながらSTCW95条約の履

行義務事項に沿った全面的なカリキュラムの改訂やテキスト作成などソフト面での作業が行われ

た。さらにディーゼルエンジンプラントの運転・保守等の技術指導を行い、現在最終段階に至っ

ている。

　実際に機関科においても、ミニッツに記載のとおり討議議事録（R/D）に基づいた投入人材、

投入機材及び研修等が実施された。これらについて、運輸省船員部教育課等関係機関が JICA に

対して強力にバックアップを行った結果、満足すべきものが得られたと考える。2000年 12月の

整備

コース名

向

上

訓

練

カリキュ

ラム／シラ

バス策定

実施済み

実施済み

石油製品

輸送

GMDSS

主要供与機材

荷役実習シミュレータ用ソフト

持ち運び式双方向無線電話装置

天気図受信用FAX受信器

C/P

研修

実　施

実　施

教材

整備

作成中

作成中

訓練

開始

時期

1997.10

1997.10
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ホワイトリスト公表により外部評価も受けたので、プロジェクト目標は十分に達成された。

　また、専門家とC/Pとは船舶機関士としての体験、技術的な視点や考え方において共通した認

識を持っており、このことは本プロジェクトが成功した１つの大きな要因であると思われる。一

方で投入人材については、プロジェクト活動にほとんど参加していないC/Pがみられたのも事実

であった。

　以下、調査した投入機材の活動実績と成果及びカリキュラム等の活用状況について内容をまと

めた。

（１）供与機材及び活用状況

１）ディーゼルエンジンプラント

　プロジェクトの開始当初は現地調達を理想としたが、現実問題として種々の制約があり、

これをクリアするため結果的に日本での調達となった。当初モロッコ側の準備工事に遅れが

みられたが、その後適切な工程管理を行うことにより、これを取り戻すことができた。

　JICA側の基盤整備費の活用とモロッコ側の相応の負担により1998年11月に据え付け工事

が完了して ISEM側に引き渡された。その後、試験運転・慣らし運転を経て 1998 年 12 月よ

り機関科３学年の実習に活用された。現在は機関科各学年の実習をはじめ船員の再教育にも

有効に活用されている。

２）蒸気タービンカットモデル

　蒸気タービンの講義（機関科各学年）において、構造説明に活用されている。

３）各種ポンプカットモデル

　補機の講義（機関科各学年）において、渦巻ポンプ、歯車ポンプ、往復動ポンプの構造説

明に活用されている。

４）制御油圧実習装置

　自動制御の実習（航海科３学年、機関科３学年、機関科４学年、遠洋船長コース、１級機

関長コース）で活用されている。

５）エンジンアナライザー

　2000 年９月に設置されたところであり、現在 C/P に対して取扱い方法を指導している。

以上、表４－２及び表４－３を参照。

（２）カリキュラム等の活用状況

　３学年から４学年への教育課程の移行は完了し、新カリキュラムに沿った講義・実習が実施

されている。（付属資料 11．参照）
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表４－３　機関分野の供与機材に係る技術移転進捗状況表（2000 年 10 月現在）

供与機材

ディーゼルエンジンプラント

蒸気タービンカットモデル

各種ポンプカットモデル

制御油圧装置

エンジンアナライザー

設置時期

1998年 11月

1998年 ７月

1998年 ７月

1998年 10月

1998年 ９月

シラバス

1997年 10月

マニュアル

作成　注（１）

なし　注（２）

なし　注（２）

機材に添付

機材に添付

作業への活用

活用

活用

活用

活用

未活用　注（３）

注（１）：実習に使用しながら、改訂作業を進めている。

注（２）：講義の一助として活用しているので、特にテキスト作成の必要性はみられない。

注（３）：C/P への取扱い指導終了後、活用を始める予定である。

表４－２　ディーゼルエンジンプラント建設・設置工事工程表

1998年 ２月

1998年 ４月

1998年 ８月

1998年 ９月

1998年 10月

1998年 11月

エンジンプラント機材モロッコ到着

配管プレハブ工事開始、実習室既存設備撤去工事開始

機器搬入・据え付け工事開始、ディーゼル主機据え付け完了

制御室機器据え付け完了

配管・配線工事完了、試運転実施

ISEM側へ引き渡し
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第５章　評価結果

５－１　計画達成度

５－１－１　投　入

（１）日本側投入

　日本側投入は専門家派遣、研修員受入及び機材供与の３分野で行われた。それぞれの計画の

達成度を表５－１に示す。

表５－１　日本側投入に対する計画の達成度

達成度

・述べ５名を派遣

・プロジェクト開始から３名（チーフア

ドバイザー／船員教育：航海、業務調

整員及び船員教育：機関を派遣

・プロジェクト３年目（1999年３月）よ

り２名（業務調整員及び船員教育：機

関）が交代

以上より、討議議事録（R/D）に沿って当

初計画のとおり派遣された

・述べ12名を派遣

・派遣分野は船員教育〔航海、機関、救

命、危機管理、全世界的海上遭難・安

全システム（GMDSS）等〕からディー

ゼルエンジンプラントの据え付け・改

善指導まで

・ディーゼルエンジンプラント据え付

け・改善指導以外については当初計画

のとおり派遣

・プラント据え付け・改善指導について

はプラント設置の遅れによって派遣が

多少遅れたが、プロジェクト活動の推

進に影響はなかった

以上より、R/Dに沿って当初計画のとお

り派遣された

阻害要因

特記なし

ディーゼルエンジンプラント

調達の遅れにより、据え付け・

操作指導専門家の派遣が遅れ

た

専門家派遣

長期

短期

分　野
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（２）モロッコ側投入

　モロッコ側投入はカウンターパート（C/P）配置、施設・機材及びプロジェクト実施に必要

な活動資金である。それぞれの計画の達成度を表５－２に示す。

表５－２　モロッコ側投入に対する計画の達成度

阻害要因

特記なし

現地における調達では、現地

当該業者の入札図書・各種資

料が入札に耐えられるレベル

ではなかったため、時間的・

技術的制約をかんがみ、日本

での調達に変更

達成度

・延べ12名を受入れ

・受入分野は船員教育（航海、機関、

GMDSS、冷凍・空調装置、船舶建造、

機関管理）であり、プロジェクト活動

の進捗に合わせて受入れ

以上より、当初計画のとおり受入れされ

た

・ディーゼルエンジンプラントは当初、

現地調達の予定であったが、種々の理

由から日本での調達に変更

・これにより、機材の現地到着に遅れが

みられたが、プロジェクト活動の進捗

に大きな支障はみられなかった

・その他機材については大きな遅れもな

く、現地に到着

以上より、ディーゼルエンジンプラント

については遅れたものの、その他は当初

計画のとおり供与された

研修員受入

機材供与

分　野

阻害要因

特記なし

達成度

・延べ28名を配置

・プロジェクト開始前から配置されてい

た教官がそのままC/Pとなった

・業務増加・教育内容強化の目的で、航

海分野、機関分野ともに１名を増員

以上より、当初計画以上の達成度が確認

された

C/P配置

分　野
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阻害要因

特記なし

特記なし

達成度

・高等海事学院（ISEM）は1978年に設立

された組織であり、教室・事務室等の

設備は整備されていた

・プロジェクト活動に遅滞なく供与され

た

以上より、当初計画のとおり供与された

・国からの予算は毎年ほぼ一定額が配分

されている

・活動に対する予算は、消耗品購入等、不

足した面もみうけられたが、プロジェ

クト活動に大きな支障はなかった

以上より、当初計画のとおり供与された

施設・設備供与

プロジェクト活動

促進のための資金

分　野

５－１－２　活　動

（１）成果（１）STCW条約の基準を満たし、モロッコのニーズに適合した船員教育方針が明

確になる

１）活動（１）－ a　プロジェクト目標に沿って、ISEMにおける現在のコースと現状を分析

する

　プロジェクト開始当初の ISEMカリキュラム（理論）と改正STCW条約が求める履行強制

事項とを比較・検討した。これらは１つ１つの科目について、その時間配分や教授内容・教

科書を分析し、改正STCW条約の該当部分との比較表を作成した。プロジェクト開始当初は

ディーゼルエンジンプラント調達に係る作業が多く、本活動の進捗に多少遅れがみられた

が、その後の活動によって成果達成に支障はみられなかった。

　しかしながら、STCW条約は規定している基準が明確ではない。たとえば資質基準につい

ては「締約国は、当局に委任された組織または非政府機関により行われたすべての訓練、能

力評価、資格証明、裏書及び更新の行為は、設定された目的の達成のために、指導者及び評

価者の資格と経験に関する事項を含め、資質基準システムにより継続的に監視されること」

及び「政府機関若しくはその関連組織がこの行為を行う場合には、資質基準システムがなけ

ればならない」となっており、表現に抽象的かつあいまいな部分を残している。そのため、

どのレベルまで向上させれば合格であるかの明確な基準がなく、この基準は日本において用

いているものを参考とした。

　航海、機関両分野それぞれの内容については分科会を設置し、この分科会にて検討を行っ

た。航海、機関両分野の、プロジェクト開始当初のカリキュラムを表５－３に示す。なお、
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プロジェクト開始前の理論カリキュラム数は、航海分野では C ２（２等航海士）クラスは

3,192 時間、CLC（船長）クラスは 3,309 時間であった。また、機関分野ではOM２（２等機

関士）クラスは 3,205 時間、OM１（機関長）クラスは 3,244 時間であった。

表５－３　両分野のカリキュラム

航海分野カリキュラム（1996 年 10 月以前）

教　科

（理　論）

航海学

天文学

海図

航海算法

数学／機械

海上衝突予防法

船舶工学

航海計器／レーダーシミュレータ

海上安全論

信号及び無線通信

操船論／推進論

載貨論

海難報告

技術論／維持管理論／汚染防止論

海事法規

海運経済学／海商法／経理実務

海洋気象学／海洋学

医　療

衛生学

英　語

材料力学

電気工学

無線電気工学／電子工学

情報工学

制御工学

機械工学

船用機関学

１st

117

78

39

39

117

26

39

　　　

　　　

39

　39　

78

52

52

26

２ nd

117

39

39

26

39

39

52

26

39

39

39

26

78

39

39

52

52

39

３ rd

117

39

39

13

39

39

39

39

39

26

26

65

39

39

39

39

39

C２

91

13

65

39

52

39

52

26

39

52

39

39

26

78

26

39

52

13

39

Total

（C２）

442

78

117

117

117

78

182

117

143

26

117

52

26

39

169

65

104

26

26

299

39

156

117

156

52

52

143

CLC

78

13

78

39

52

39

78

26

39

65

65

39

26

65

39

65

52

39

39

Total

（CLC）

429

78

117

117

117

78

195

117

143

26

117

78

26

39

182

91

104

26

26

286

39

169

143

156

78

52

143
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教　科

（実習訓練）

船舶操縦術／乗船／海上訓練

（各　論）

人的資源＆コミュニケーション

合　計

１st

78

780

２ nd

39

858

３ rd

715

C２

20

839

Total

（C２）

117

20

3,192

CLC

20

956

Total

（CLC）

117

20

3,309

機関分野カリキュラム（1996 年 10 月以前）

教　科

（理　論）

数学／機械工学／材料力学

熱力学／流体力学／物理学

電気工学

電子技術

電子工学

内燃機関学

蒸気機関学

補助機関学１

補助機関学２

燃料・水管理論

情報工学１

制御工学／情報工学２

英　語

機械製図

船舶工学

海上安全論

保守・管理論

衛生学

海事法規

登記概論

海難報告

（実習訓練）

工作実習

電気実習

電子技術実習

電子工学実習

制御・情報実習

１st

169

39

65

78

39

26

52

78

104

26

104

26

２ nd

39

78

39

52

26

52

65

52

52

78

104

39

26

39

52

52

３ rd

39

78

39

78

39

52

78

65

39

52

52

52

OM２

78

39

78

52

52

65

65

117

26

39

13

39

52

52

Total

（OM２）

169

117

65

234

117

208

65

143

104

65

104

234

208

182

208

65

117

52

78

13

104

26

143

156

104

OM１

78

65

78

52

52

65

26

39

117

39

39

13

39

52

52

Total

（OM１）

169

117

65

234

143

208

65

143

104

65

104

234

208

182

169

104

117

65

39

39

13

104

26

143

156

104
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２）活動（１）－ b　包括的活動計画であるマスタープランを実行する

　改正STCW条約履行強制事項を満足し、なおかつモロッコの海運業界のニーズに適合した

形となるよう、マスタープランである活動計画書（Plan of Operation：PO）に沿ってプロジェ

クト計画を推進した。これによる大きな成果としては、モロッコが 1997年に STCW条約を

批准、発効していること、加えて国際海事機関（IMO）に対して改正STCW条約準拠状況を

報告していることがあげられる。また、これまでISEMは３年制の高等教育機関であったが、

運輸・海運省の承認を得て 1996年 10月より４年制に改編された。これは、船員がより高度

な知識・技術を習得すること及び陸上職員も含めた海事全般の人材を育成すること等を目的

としている。改編によって変更された制度を図５－１に簡潔に示す。

図５－１　ISEMの制度改変

（２）成果（２）訓練カリキュラムが実習及び理論双方の技術革新に反映される

１）活動（２）－ a　現在の訓練カリキュラムを見直し、技術革新に不足している事項を明

確にする

　改正STCW条約との比較からISEMの訓練カリキュラムを見直し、不足している点、教授

年次が不適当な点などをリストアップした。また、各科目について詳細に見直し、必要項目

を振り分ける作業を行った。これらを通して最終的に不足している理論科目をリストアップ

１st

806

教　科

内燃機関・冷凍機器実習

練習船実習

（各　論）

人的資源＆コミュニケーション

合　計

２nd

52

897

３ rd

52

715

OM２

20

787

Total

（OM２）

52

52

20

3,205

OM１

20

826

Total

（OM１）

52

52

20

3,244
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した。これら科目は、航海分野で２科目 65 時間、機関分野では３科目 156 時間である。追

加が必要な科目及び時間数を表５－４に示す。なお、これら科目は４年制に即した形で時間

配分され、また機関分野についてはOM１コース（１等機関士コース）について、改正STCW

条約に則した形でより高度な理論を学習するよう配慮している。

表５－４　追加が必要になった科目

航海分野　追加教科（理論）

機関分野　追加教科（理論）

２nd ３ rd ４ th教　科

（理　論）

訴　訟

船舶図面

合　計

Total

（４ th）

0

39

39

CLC

26

26

Total

（CLC）

26

39

65

２ nd ３ rd ４ th教　科

（理　論）

運用・保守管理論

維持管理方法論

航海学

合　計

Total

（４ th）

0

0

0

0

OM１

78

39

39

156

Total

（OM１）

78

39

39

156

１ st

２）活動（２）－ b　訓練カリキュラムを改正する

　活動（２）－ aによって明らかとなった追加が必要な理論科目をプロジェクト開始前カリ

キュラムに加え、４年制に沿った形に改正を行った。各科目の時間配分、教授内容を再度確

認し、授業内容の連携も確認、微調整を行った後、決定した。このカリキュラムは４年制と

なった1996年10月より用いられている。なお、カリキュラム改正の端境期にあたった学生

については、旧カリキュラムと新カリキュラムとのつながりを考慮し、双方を組み合わせた

形で授業を進め、旧カリキュラムと新カリキュラムとのギャップによって、学生の理解促進

を阻害しないよう、授業を進めた。

（３）成果（３）適切な実習訓練が確保される

１）活動（３）－ a　必要なカリキュラム、教授マニュアル、教科書、施設及び機材を明確

にする

１ st

39

39
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　プロジェクト開始前の実習訓練内容に対して、改正STCW条約の履行強制事項と比較を行

い、履行強制事項を満足するために必要なカリキュラム、教科書、施設及び機材をリスト

アップした。

a・カリキュラム

　航海分野については、旧カリキュラムにおいて「船舶操縦術／乗船／海上訓練」とし

て104時間が確保されていたが、より実践に即した実習内容とするよう、約２倍の 202

時間に増やしている。また旧カリキュラムにおいては第２年次までにすべての実習訓練

を終了するように組まれていたが、継続的な操船技術を身につけることを目的に、４年

間ほぼ均等に実習を行えるよう、修正を行った。航海分野の実習訓練科目（改正前・改

正後）を表５－５に示す。

表５－５　航海分野　改正強化（実習訓練）

　機関分野については、４年制コースで 637時間の実習訓練を約 1.5 倍の 936 時間、１

等機関士コースで637時間を1144時間とした。科目についても改正・再構築を行った。

これによって、改正STCW条約履行強制事項に合わせたうえ、より実践に即した充実し

た実習内容となった（表５－６参照）。

表５－６　機関分野　追加・改正教科（実習訓練）

科　目

船舶操船術／乗船／海上訓練

合　計

合　計

（C２・CLC）

104

104

科　目

船舶操船術／乗船／海上訓練

合　計

合　計

（４年制・CLC）

202

202

科　目

溶接／曲げ／調整

電気工学

電子技術

電子工学

工業情報

エンジン・冷凍機

操船技術・エンジン

合　計

合計

（OM２）

104

26

143

156

104

52

52

637

科　目

溶　接

機関実習訓練

電子技術

電子工学

制御工学

エンジン・冷凍機

旋　盤

船舶操船術／乗船／海上

訓練

合計

（OM１）

104

26

143

156

104

52

52

637

合計

（４年制）

52

104

208

156

104

156

52

104

936

合計

（OM１）

52

104

260

208

156

208

52

104

1,144
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b・テキスト

　改正STCW条約においては、資格証明に必要な認定コースに使用するテキストについ

ても明文化の必要があるが、ISEMでは認定されたテキストがなく、図書室にある関連

専門書及び教官の板書書きを学生がノートするシステムであった。これでは教官の能力

による教授範囲のばらつきの可能性があることから、プロジェクトによってカリキュラ

ムに沿った項目に合わせて、必要な教科書及びその目次をリストアップした。

c・施設及び機材

　改正STCW条約において船員教育機関に所持義務のある機材として明文規定されてい

るものはレーダー／自動衝突予防援助装置（ARPA）シミュレータのみであり、ISEMは

プロジェクト開始以前から同機材を所有していた。そのため、改正STCW条約の機材に

係る最低条件の整備の観点からみれば、新たに必要な機材はなかった。しかしながら、

改正STCW条約は海技免状を取得するまでに必要な項目に、十分な習熟を義務づけてい

るため、必然的にこれらの習熟に必要となる機材が存在する。これらから、ISEMにお

ける機材を確認、分析し、ISEMにおいて陸上訓練と乗船実習において必要事項を網羅

するために必要な機材を確認した。整備・設置が必要と判断された主な機材を表５－７

に示す。

表５－７　整備・設置が必要になった機材

番号

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

機材名

ディーゼルエンジンプラント

荷役実習シミュレータ

各種救命及び消火訓練機材類

各種カットモデル

自動制御実習装置

事務機器類

視聴覚機器類

専門書籍

２）活動（３）－ b　実習訓練のためのカリキュラム、教授マニュアル及び教科書を改正す

る

a・カリキュラム、教授マニュアル

　活動（３）－ aによって明確になった新・改正科目をカリキュラムに反映させ、４年

制となった1996年10月からの新カリキュラムを作成した。航海分野及び機関分野それ

ぞれの理論及び実習訓練を合わせた新カリキュラムを表５－８に示す。
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表５－８　新カリキュラム　航海分野　新カリキュラム（1996 年 10 月以降）

教　科

（理　論）

航海学

天文学

海　図

航海算法

数学／機械

海上衝突予防法

船舶工学

航海計器／レーダーシミュレータ

海上安全論

信号及び無線通信

操船論／推進論

載貨論

海難報告

技術論／維持管理論／汚染防止論

海事法規

訴　訟

海運経済学／海商法／経理実務

海洋気象学／海洋学

衛生学

英　語

材料力学

電気工学

無線電気工学／電子工学

情報工学

制御工学

船用機関学

船舶図面

人的資源＆コミュニケーション

（実習訓練）

技業／乗船／海上実習

（各　論）

医　療

初級消火

個々の生存技術

個人の安全と社会的責任

１st

78

39

39

39

117

39

39

26

52

78

65

39

39

39

104

24

２ nd

117

39

39

39

39

39

39

104

39

39

26

39

26

39

78

39

39

39

39

26

30

30

３ rd

52

26

39

26

26

39

91

39

26

26

39

26

39

39

26

39

52

26

26

52

30

４ th

78

39

26

26

39

52

39

39

39

39

52

26

26

39

26

39

20

Total

（４ th）

325

104

156

130

156

130

156

247

117

65

91

39

0

0

156

0

52

91

91

234

39

130

104

130

26

143

39

0

202

24

30

30

30

CLC

78

26

78

52

52

39

78

26

39

39

26

65

39

26

65

26

39

26

39

39

Total

（CLC）

403

104

156

130

156

156

234

299

169

65

130

117

26

39

195

26

117

130

117

299

39

156

143

130

52

182

39

39

202

24

30

30

30
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教　科

緊急時医療措置

上級消火

GMDSS

レーダー／自動レーダープロッ

ティング装置

合　計　

１st

856

２ nd

983

３ rd

36

820

４ th

30

108

78

860

Total

（４ th）

36

30

108

78

3,519

CLC

897

Total

（CLC）

36

30

108

78

4,416

機関分野　新カリキュラム（1996 年 10 月以降）

教　科

（理　論）

数学／機械工学

熱力学

化学（第１学年電気工学に含む）

電気工学

電子工学

内燃機関学

蒸気機関学

補助機関学

燃料・水管理論

材料力学

情報工学

制御工学

英　語

機械製図

船舶工学

海上安全論

衛生学

海事法規

推進論

運用・保守管理論

維持管理方法論

航海学

海難報告

人的資源＆コミュニケーション

（実習訓練）

工作実習

１st

117

39

（52）

52

52

39

39

39

78

78

39

104

２ nd

39

39

39

52

39

39

39

39

39

78

104

39

26

３ rd

39

78

39

78

39

52

39

39

52

39

39

39

39

39

４ th

39

78

52

78

39

39

78

39

39

39

Total

（４ th）

117

156

247

130

260

156

169

78

39

117

130

234

182

78

117

104

39

104

OM１

78

39

39

39

39

39

39

78

78

39

39

26

52

Total

（OM１）

117

156

325

169

260

156

169

78

39

117

169

273

182

78

156

143

78

78

78

39

39

26

52

104
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教　科

電気実習

電子実習

制御・情報実習

内燃機関・冷凍機器実習

溶接実習

旋盤実習

練習船実習

（各　論）

医　療

初級消火

個々の生存技術

個人の安全と社会的責任

緊急時医療措置

上級消火

合　計

１st

52

104

26

858

２ nd

52

52

52

52

52

30

30

931

３ rd

52

52

52

52

26

32

916

４ th

52

52

52

52

30

758

Total

（４ th）

208

156

104

156

52

52

104

26

30

30

26

32

30

3,463

OM１

52

52

52

52

832

Total

（OM１）

260

208

156

208

52

52

104

4,295

b・テキスト

　参考資料としての専門書籍を分類・選択し、入手を行った。またIMOなど船員教育関

連機関より関連資料を収集し、日本の大学、航海訓練所、運輸省教育課等から必要資料

を収集した。これらを再編したうえで英訳、テキストを作成し、原稿はほぼ完成してい

る。プロジェクト終了までに印刷・製本の予定である。

３）活動（３）－ c　新カリキュラムに沿って実習訓練を実施する

　1996 年 10 月以降の新入生に対して、活動（３）－ bに示した新カリキュラムに沿って、

航海学科で全 202 時間、機関分野（４年制）で936 時間の実習訓練を実施した。評価時点ま

でに通算４年度の学生が入学、新カリキュラムに沿って実習を行っている。プロジェクト開

始後、入学から終了まで新カリキュラムに沿って学習した学生は、評価時点の 2000 年度卒

業生が初めてであり、機関学科実習（機関長コース）の208 時間は今後この卒業生を対象に

行われる予定である。

４）活動（３）－ d　詳細で、標準的な乗船実習カリキュラムを策定する

　乗船実習カリキュラムを詳細に策定するため、プロジェクト開始前のISEMの乗船実習カ

リキュラムを分析するとともに、改正STCW条約で履行強制事項として求められている乗船

訓練項目を分析し、これに合わせて航海分野用約200ページ及び機関分野用約100ページか
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らなるトレーニングレコードブック（Training Record Book：TRB）を作成した。ただし、こ

れはISEMがSTCW検討委員会を設立し、プロジェクト関係者も委員としてこれに含まれた

形で作成している。

５）活動（３）－ e　新カリキュラムで乗船実習を実施する

　活動（３）－ dによって作成した TRB に沿って、18 か月にわたる乗船実習を実施中であ

る。ただし、乗船実習は ISEMでの４年間の理論学習及び実習を終了した学生に対し、その

後に商船会社の指導の下で行われるものであり、学生は船内指導員の下、TRBに沿って乗船

実習を行う形となっている。入学以来、理論・実習とも新カリキュラムに沿って学習した学

生は評価時点において 2000 年度卒業生のみであり、評価時点においては作成した TRB に

沿って同学生が乗船訓練中であった。

（４）成果（４）適切な向上訓練が確保される

１）活動（４）－ a　必要なカリキュラム、教授マニュアル、教科書、施設及び機材を明確

にする

　既に船員として乗船している士官・部員の再教育・技術向上を目的とした向上訓練につい

て、改正STCW条約の履行強制事項と照らし合わせながら、プロジェクト開始前のカリキュ

ラム、教授マニュアル、教科書、施設及び機材を分析した。主な分析内容は活動（３）－ a

に示したとおりである。

２）活動（４）－ b　カリキュラム、教授マニュアル及び教科書を改正する

　向上訓練についても、実習訓練と同様にカリキュラム、教授マニュアル及び教科書の改正

を行った。それぞれの改正の過程は活動（３）－bに示したとおりである。向上訓練につい

ては、改正STCW条約において士官に求められる能力と部員に求められる能力とに違いがあ

ることから、GMDSSや石油製品輸送等、高度な知識・技術を要するものについては士官コー

スのみの開設となっている。また、改正前の部員コースについては、防火訓練と救命訓練と

いう基礎のみのコースしか設置されていなかったため、部員に対して最低限求められる知識

として応急処置、部員基礎訓練及び化学製品輸送の３コースを新たに開設した。これによっ

て士官コースは５コースから 10 コースへ、部員コースは２コースから５コースへ増設され

た。士官及び部員それぞれに対する向上訓練について、改正前及び改正後の訓練内容の比較

を表５－９に示す。

　また、向上訓練コースのカリキュラムと改正STCW条約の履行強制事項との対比は本調査

のミニッツ ANNEX XIII から XVI までに示す。
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３）活動（４）－ c　新カリキュラムに沿って向上訓練を実施する

　上記活動（４）－bによって改正されたカリキュラムによって、向上訓練を実施した。受

講生の募集は商船会社が中心となって行われ、ISEMと商船会社との協議を経て、コースそ

れぞれの応募状況やコースの準備状況によって開講される。士官、部員それぞれの受講実績

を表５－ 10 に示す。

表５－９　向上訓練内容の比較

向上訓練コース

（改正前）

防火訓練

救命訓練

レーダー／ARPA

化学製品輸送

―

GMDSS

―

―

―

―

向上訓練（士官対象）

向上訓練コース

（改正後）

防火訓練

救命訓練

レーダー／ARPA

化学製品輸送

石油製品輸送

GMDSS

応急処置

安全と社会的責任

救命艇

Ro-Ro船

向上訓練コース

（改正前）

防火訓練

救命訓練

―

―

―

向上訓練（部員対象）

向上訓練コース

（改正後）

防火訓練

救命訓練

化学製品輸送

応急処置

部員基礎訓練

表５－ 10　向上訓練の受講実績

訓練コース

防火訓練

救命訓練

レーダー／ARPA

化学製品輸送

石油製品輸送

GMDSS

士官合計

向上訓練（士官コース）受講人数

実施年 1997

４ th

199

185

16

―

８

―

408

1997

年以前

19

46

27

99

未開設

15

206

１st

―

―

―

―

７

34

２nd

70

107

17

―

―

19

３rd

18

17

―

―

―

―

４th

116

108

―

―

―

45

１st

59

66

―

―

―

48

２nd

30

28

―

―

―

32

３rd

―

―

―

―

―

―

４th

10

10

―

―

―

12

１st

―

―

―

―

―

22

合計

574

620

71

120

15

277

1,677

２nd

53

53

11

21

―

50
210

３rd

1998 1999 2000

558 295
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　なお、第３四半期は ISEM の夏季休暇にあたることから向上訓練コースも開設していな

い。1998 年は STCW条約の批准直後であったことから精力的にコースの開設を行ったが、

その後の検討によって夏季休暇中は開設しないこととなっている。また、応急処置、安全と

社会的責任、救命艇、RO/RO船については、カリキュラムとしてまとめられているが、いま

のところ船会社からの受講要望がないため、評価時点においてはまだ開講されていない。　

　2002 年２月の改正 STCW条約完全履行までには船会社の要望に応じて順次開講の予定で

ある。

（５）成果（５）教官が適切な専門性と教授能力を有する

１）活動（５）－ a　強化されるべき教官の専門分野を明確にする

　ISEMは1978年に設立された組織であり、教官も乗船経験が豊富にある人材をそろえてい

たため、実践に即した形で講義を行うことができた。しかしながらテキスト、講義形態、講

義風景等の分析及び教官の面談によって、教官としての表５－ 11 の能力が不足しているこ

とが明らかとなった。

表５－ 11　教官の能力不足状況

不足能力

明文化能力

読解能力

情報収集能力

業務遂行能力

計画立案・遂行能力

内　　容

テキストやペーパー等の文書化・明文化能力

機材のマニュアル等の理解・読解能力

船舶関連、船員教育関連の情報収集能力

共同作業による業務遂行能力

計画を立案し、計画どおりに遂行する能力

訓練コース

防火訓練

救命訓練

応急処置

部員基礎訓練

化学製品輸送

部員合計

向上訓練（部員コース）受講人数

実施年 1997

４th

331

339

67

―

―

737

1997

年以前

107

79

未開設

未開設

未開設

186

１st

112

129

―

―

―

２nd

163

180

26

―

―

３rd

156

457

―

―

―

４th

241

295

86

―

―

１st

165

132

62

―

―

２nd

205

38

―

―

―

３rd

―

―

―

―

―

４th

45

47

―

―

―

１st

―

―

―

19

―

合計

1,643

1,812

241

19

25

3,740

２nd

118

116

―

―

25

３rd

1998 1999 2000

1,845 694

注）―：開講せず



－ 33 －

２）活動（５）－ b　スタッフ能力向上計画を立案し、実施する

　活動（５）－ aによって明らかとなった教官の不足能力に対して、その対処方針を取りま

とめ、これに沿って能力向上を図った。実際に行った活動を表５－ 12 に示す。

（６）成果（６）GMDSS 関連訓練が実施される

１）活動（６）－ a　カリキュラム、教授マニュアル及び教科書等の適切な訓練資料を作成

する

　GMDSSに関してカリキュラム、教授マニュアル及び教科書等を作成した。実際の活動は

活動（３）－ a 及び（４）－ a のなかで行われた。

２）活動（６）－ b　GMDSS 関連訓練を実施する

　実習訓練及び向上訓練において、GMDSS関連の訓練を実施した。実際の活動は活動（３）

－ b及び（４）－ bのなかで行われた。学生に対するGMDSS実習訓練は第４学年に 108 時

表５－ 12　教官の能力向上活動

不足能力

文書化・明文化能力

マニュアル等読解能力

関連情報収集能力

共同作業による業務遂行能力

計画立案・遂行能力

活動内容

・カリキュラム改訂、IMOリポート作成を通じて指導

・機材仕様書、トラブル報告書等を英語・仏語によって作成

指導

・パンフレット作成を通じてISEM概要、教授項目取りまと

め指導

・機材類を運用する場合はマニュアルを熟読するよう指導

・マニュアルから訓練内容を吟味、実習用テキストを作成

・IMO、世界海事大学、国際船主教会、英国航海学会、米国

航海学会、神戸商船大学、海技大学校等とのつながりをも

ち、最新情報の収集方法を指導

・インターネットによる情報収集方法を指導

・カリキュラム改訂作業を各教科担当教官により共同作業

・供与機材仕様書作成、機材設置工事、運用・維持管理手法

習熟等業務担当を決めて共同で作業するよう指導

・目標達成のための計画を立案するよう指導し、個々の役務

を明確化

・実績表を作成、目標を明確にして次年度計画を作成するよ

う指導

・プラント設置準備、工事、運用・維持管理指導を通じて期

限遵守を指導



－ 34 －

表５－ 13　ディーゼルエンジンプラント設計図リスト

図面番号

G-101

G-102

G-103

G-106

M-001(A)

M-001(B)

M-002

M-003

M-004

M-005

M-006

M-007

M-008

M-009

M-010

M-011

M-012

M-013

M-014

M-015

設計図名

Principal Particulars of Machinery Part

Arrangement of Diesel Engine Plant

Diagram of General Piping of Engine Plant

One Line Diagram of Electric Equipment

Main Engine (Incl. Common bed with Dynamometer)

Main Engine Remote Control System

Dynamometer

Air Compressor

Air Reservoir

Centrifugal Pump

Gear Pump

Sludge Pump

Bilge Pump

Pump Unit on Cart

Oil Purifier

Cooling Tower

Heater for Purifier

L.O. & Primary C.W. Cooler

Pre-Heater for Warming up

Oily Water Separator

ページ

３

８

20

19

665

118

150

56

２

93

15

24

192

19

12

20

29

53

備考

合冊

合冊

合冊

間が実施され、また向上訓練コースでは士官を対象に、評価時点において計277名が受講し

ている。

（７）成果（７）訓練コースのための適切な機材が確保される

１）活動（７）－ a　機材の構成を設計する

　ディーゼルエンジンプラントについて、その構造、各部品・部位の性質・性能、必要出力

等を理解・検討したうえで、その設計を行った。設計にあたっては合計 2,256 枚の設計図・

機器配置図等と詳細な仕様書を作成し、調達に供した。ディーゼルエンジンプラントは高度

に複雑なうえ、約２億 5000 万円と高額であるため、その設計・使用の検討にはかなりの時

間を要した。

　この活動には長期専門家（機関）に加えて短期専門家（ディーゼルエンジンプラント据え

付け計画）を投入し、プラント設計計画作成を行った。ディーゼルエンジンプラント設計に

用いた設計図リストを表５－ 13 に示す。
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図面番号

M-016

M-017

M-018

M-019

M-020

M-021

M-022

M-024

M-025

M-026

M-027

M-028

F-01

F-02

F-02

設計図名

Exhaust Gas Silencer

Auto Temp. Regulating Valve

Air Reducing Valve

Relief Valve

Oil Separator (30k Compressed Air)

Drain Separator (7k Compressed Air)

Flow Meter

Bellows Type Expansion Gauge

Seetru Gauge and Marine Gauge

Float Type Level Gauge

Ventilating Fan

Air Conditioner

Engine Control Console

Starter for Aux. Machine

Power Distribution Board

合　計

ページ

１

79

14

15

17

16

69

３

８

27

２

38

334

126

９

2,256

備考

２）活動（７）－ b　設置のための実習室の準備をする

　ISEM内にディーゼルエンジンプラント設置のための実習室を検討した。これによって機

関学科施設内１階の発電機室を改良して設置することが妥当と判断された。これに伴い、プ

ラントの設計と合わせて設置計画、機器配置図面、設置工事仕様書を作成、発電機室の改良・

準備工事を行った。具体的には発電機の移動、基礎の改良、プラント搬入路の確保等であ

り、工事は1997年 10月に２週間かけて行われた。この活動には短期専門家（ディーゼルエ

ンジンプラント据え付け計画）を投入し、プラント計画と合わせて実習室改良計画作成を

行った。

３）活動（７）－ c　設置作業を実施する

　実習室の改良後、ディーゼルエンジンプラントの納入に合わせてプラント設置工事を行っ

た。これには短期専門家（ディーゼルエンジンプラント据え付け）を投入し、同専門家の指

導の下に、モロッコ側の主導によって現地設置業者が作業を行った。工事は 1998 年３月か

ら約４か月かけて行われた。

４）活動（７）－ d　運用・維持管理のための実技訓練を実施する

　ディーゼルエンジンプラントの運用・維持管理に係る実習マニュアルを取りまとめ、評価
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図５－２　設置されたディーゼルエンジンプラント

時点においてマニュアル（案）が作成されている。これはプロジェクト終了までに再確認さ

れ、校正を行ったうえで正式版として印刷・製本される予定である。現在はこのマニュアル

（案）に沿って、設置が完了したディーゼルエンジンプラントの運用・維持管理の実技訓練

を実施している。設置されたディーゼルエンジンプラントを図５－２に示す。

５－１－３　成　果

（１）成果（１）STCW条約の基準を満たし、モロッコのニーズに適合した船員教育方針が明

確になる

　活動（１）－ a及び bを通じて、ISEMのプロジェクト開始前カリキュラムと改正 STCW条

約との比較・分析を行い、比較表を作成したことによって、モロッコ唯一の高等船員教育機関

であるISEMの改良・増強を必要とする部分が明確となった。また、これらをベースに、モロッ

コ海運分野のニーズ、現状、問題点及びその対処方針等を網羅したマスタープランを作成し

た。これによって改正STCW条約の履行強制事項を満足するための活動や方針が明確となり、

ISEMが教育方針として取るべき方法が明らかとなった。また、作成したマスタープランによっ

て、教官を含めた ISEM関係者が ISEMとしてめざすべき方向性を十分に理解し、意識が統一

された。さらに、改正STCW条約の求められる事項を満足するために、増員計画を新たに打ち

出し、航海部門、機関部門ともに１名の増員を運輸・海運省に要請した。運輸・海運省におい

てもこの重要性が十分に認識されており、これを速やかに承認し、増員がなされた。

（２）成果（２）訓練カリキュラムが実習及び理論双方の技術革新に反映される

　ISEMの航海部門及び機関部門のプロジェクト開始前カリキュラム（理論科目）を改正STCW
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条約の履行強制事項と比較・検討し、不足点、不明点をリストアップした。しかしながら、前

述のように改正STCW条約履行強制事項には抽象的な表現が少なからずあったため、この比較

の参考として日本において用いられている基準を参考とした。また、GMDSSなどの無線技術

等、IT技術を含めた船舶技術は日進月歩であるため、IMOや世界海事大学、英国・米国航海学

会等との情報交流を継続しつつ、インターネットによる情報収集も含めて最新技術を訓練カリ

キュラムに取り入れる体制を整えた。カリキュラムは毎年年度末に担当教官を委員とした分科

会によって見直しが行われ、逐次最新技術が取り入れられるようになっている。

　これらによって、国際基準である改正STCW条約の履行強制事項を満たした訓練カリキュラ

ムを確保できたといえ、成果（２）は達成されたとみなされる。

（３）成果（３）適切な実習訓練が確保される

　改正STCW条約履行強制事項と照らし合わせて実習訓練カリキュラムを見直し、見直したカ

リキュラムに沿って実習訓練を行った。新カリキュラムによる実習訓練は、航海分野・機関分

野の共通科目として医療、初級・上級消火、個人の生存技術、個人の安全と社会的責任、緊急

時医療措置があり、これに加えて航海分野ではGMDSS、レーダー／自動レーダープロッティ

ング装置が設置された。実習訓練にはこれとは別に、卒業後18か月からなる乗船訓練がある。

これは民間商船が主体となって行うものであり、ISEMは直接的にその指導にはあたっていな

い。しかしながら、習得すべき技術としてTRBを作成、学生が用いるよう配布しており、これ

によって改正 STCW 条約履行強制事項を網羅した技術を習得することができる。

　以上によって、適切な実習訓練が確保されているといえる。実習訓練に対するテキストは印

刷・製本を待つ段階であり、これはプロジェクト終了までに完成する見込みであることから、

成果（３）は達成されるとみなされる。

（４）成果（４）適切な向上訓練が確保される

　既に船員として活躍している士官・部員に対して再教育を行う向上訓練についても、改正

STCW条約に合わせてコース全体を見直し、士官対象訓練５コースを６コースに、部員対象訓

練２コースを５コースに増設した。士官コースは従来から設置されていた防火訓練、救命訓

練、レーダー／ ARPA、化学製品輸送、GMDSS に石油製品輸送を加え、部員コースについて

は防火訓練、救命訓練に加えて応急処置、部員基礎訓練、化学製品輸送が加えられた。また、

その内容・カリキュラムについても同じく条約に沿った形に修正・作成を行っている。これら

改正によって、受講者数が大幅に増加した。1997年以前では士官コース延べ206名、部員コー

ス延べ 186 名であったのに対し、それ以降では約２年半で士官コース延べ 1,471 名、部員コー
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ス延べ 3,534 名と大幅に増加している。これらから成果（４）は達成されたとみなされる。

（５）成果（５）教官が適切な専門性と教授能力を有する

　ISEM教官はほぼ全員が乗船経験を有する人材であり、プロジェクト開始時においてある程

度の専門性は保持していた。しかしながら、授業形態としてはテキストを利用せず、教官が板

書書きしたものを学生が書き写すという方法が採られていたため、教官ごとによる能力の差違

が認められたり、授業方法が異なったりしていた。また実際に機材を扱ううえで、教官自身が

マニュアルを熟読していなかったことに起因する様々な問題があり、これら理解を教授マニュ

アルを通して教官内で統一した。また、明文化能力、読解能力、情報収集能力等の不足が認め

られたことから、これらに対して指導を行った。これら及びその他成果から、ISEM教官は改

正STCW条約に合致した能力及び教官としての資質をより向上させたといえ、成果（５）は達

成されたとみなされる。

（６）成果（６）GMDSS 関連訓練が実施される

　成果（３）実習訓練及び成果（４）向上訓練において改正されたカリキュラムによって、

GMDSS 関連訓練が実施された。学生に対しては、航海学科第４学年に、選択科目として 108

時間のGMDSSコースを設置、また向上訓練コースでは士官コースに同コースを設置、評価時

点において 277 名が受講している。これらから成果（６）は達成されたとみなされる。

（７）成果（７）訓練コースのための適切な機材が確保される

　ディーゼルエンジンプラントの設置については、現地調達から日本での調達への切り替えに

より、当初計画から遅れたものの、その設計・設置工事・調整は比較的スムーズに行われた。

同プラントの運用・維持管理指導に係るマニュアル作成が残されているが、これは既に原案が

作成されており、プロジェクト活動終了までに再確認、校正を行ったうえで、正式版として製

本される予定であることから、成果（７）はプロジェクト終了までに達成される見込みである。

５－１－４　プロジェクト目標

　プロジェクト目標は「国際訓練基準に沿った、船員教育（航海及び機関）の訓練が高等海事学

院で行われる」である。これらはカリキュラム、教授マニュアル及びテキストが改正STCW履行

強制事項を満たしていること及びこれらカリキュラム、テキストに沿って授業・実習が進められ

ることがその指標としてあげられるが、これら活動・成果から、この指標を満たしていると判断

される。また、それぞれの成果において実習訓練テキスト及びディーゼルエンジンプラントのマ

ニュアル以外は既に達成されており、これらテキスト及びマニュアルについてもプロジェクト終

了までには達成される見込みであることから、プロジェクト目標は計画どおりに達成されると見
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表５－ 14　実施の効率性

（１）投入のタイミング

込まれる。

５－２　評価５項目による評価

５－２－１　実施の効率性

　効率性は、投入がいかに効率的に成果に転換されたかという視点で分析を行う。ここでは双方

の投入のタイミングの妥当性を検討、さらにそれぞれの成果とその成果に対して行われた投入の

質・量とを比較し、これらからそれぞれの効率性を検討した。その結果は表５－ 14 のとおりで

ある。

専門家派遣

機材供与

研修員受入

長期専門家・短期専門家ともTSI及び活動計画書（PO）に沿って派遣

され、また必要に応じて短期専門家を派遣するなど、専門家派遣に係

る投入のタイミングは妥当であったといえる。長期専門家については

総括と船員教育（航海）が兼任であったがC/P機関との調整・折衝、及

び航海分野の教育について適切な指導を行うことにより、成果へのつ

ながりに対する阻害要因とはなり得なかった。

本プロジェクトの中心的な供与機材となるディーゼルエンジンプラン

トについては、当初計画では現地調達の予定であったが、日本での調

達に切り替えられた。これは仕様に係る詳細な詰めを行うにあたって、

見積りを取った業者の対応に必要以上に時間を要したこと及び業者か

ら作成された受注品の仕様概要・資料等が本プラントの仕様を満足し

なかったことが理由であるが、これによって機材の現地到着に遅れが

生じた。しかしながら機材据え付けに係る短期専門家を機材到着に合

わせて派遣したことにより、スムーズに据え付け完了、機材の使用に

移行できたため、プロジェクト活動に影響は与えなかった。その他の

機材についてもプロジェクトの初年度及び２年度には主要機材を投入

し、成果の達成を効率的に促進したことにより、投入のタイミングは

妥当であるといえる。

研修員は毎年１～２名、評価時点において合計で12名を受入れてお

り、プロジェクト活動の進捗に合わせてそれぞれの専門分野の知識・

経験を深めることを目的に受入れが行われた。各研修内容はプロジェ

クトの進捗と合致して計画・運営され、投入のタイミングは妥当で

あったといえる。

日本側
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土地、施設・機材の

措置

C/P配置

ローカルコスト負担

日本人専門家の執務室を含め、プロジェクト活動推進に必要な土地、施

設の供与は討議議事録（R/D）に基づき提供されており、またそのタイ

ミングもプロジェクト開始から多少の遅れが認められたものの、おおむ

ね良好であった。

C/PはR/Dに基づき、適切に配置された。高等海事学院（ISEM）は1978

年に設立され、すでに組織として確立されたものであったため、ISEM

教官がそのままC/Pとなったことから、新たにC/Pを手当する必要がな

く、問題なく配置が行われた。またモロッコ側にて業務推進に対して増

員の必要性を認識したため、船員教育（航海）及び船員教育（機関）双

方の分野で各１名の増員を行った。これらよりC/P配置のタイミングは

妥当であったといえる。

ISEM予算については、モロッコ政府より毎年定期的に配分されている。

また船員の向上訓練実施による収入もあり、これらはプロジェクト活動

推進に寄与していることから、タイミング的に妥当であるといえる。

モロッコ側

（２）成果と投入の効率性

　　

　　

　　

（１）

（２）

成　果

船員教育方針の明確

化

訓練カリキュラムへ

の技術革新の反映

日本側

長期専門家

（航海、機

関）、短期

専門家

長期専門家

（航海、機

関）、短期

専門家、機

材

モロッコ側

C/P、施設・

設備、活動

資金

C/P、施設・

設備、活動

資金

効率性

専門家及びC/PによってISEMカリ

キュラム、テキストと改正STCW

条約との比較・検討を行った。ま

た教育方針を含めたマスタープラ

ンを作成した。当初は活動に遅れ

がみられたが、投入の質、量は成

果達成に対して適切であった。

専門家及びC/PによってISEMカリ

キュラム（理論）、テキストを改正

し、STCW条約の履行強制事項を

網羅するものに改正した。また、

常に最新情報を反映させることが

できる体制を整えた。さらに専門

家によって情報収集能力が高まっ

た。航海、機関専門家はそれぞれ

の分野でその知識・知見を発揮し

た。これらより、投入の質、量、タ

イミングは成果達成に対して適切

であった。

投入
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（３）

（４）

（５）

（６）

成　果

適切な実習訓練の確

保

適切な向上訓練の確

保

教官の専門性・教授能

力の向上

全世界的海上遭難・安

全システム（GMDSS）

関連訓練の実施

日本側

長期専門家

（航海、機

関）、短期

専門家、機

材

長期専門家

（航海、機

関）、短期

専門家、機

材

長期専門家

（航海、機

関）、短期

専門家、機

材

短期専門

家、機材

モロッコ側

C/P、施設・

設備、活動

資金

C/P、施設・

設備、活動

資金

C/P

C/P、施設・

設備、活動

効率性

専門家及びC/PによってISEMカリ

キュラム（実習）、テキストを改正

し、STCW条約の履行強制事項を

網羅するものに改正し、これに

沿った実習訓練を実施した。航

海、機関専門家はそれぞれの分野

で知識・知見を発揮した。これら

より、投入の質、量、タイミング

は成果達成に対して適切であっ

た。

専門家及びC/PによってISEM向上

訓練カリキュラム、テキストを改

正し、これに沿った向上訓練を実

施した。航海、機関専門家はそれ

ぞれの分野で知識・知見を発揮し

た。これらより、投入の質、量、タ

イミングは成果達成に対して適切

であった。

専門家により教官の教授能力に対

する不足部分が明らかとなり、こ

れらを専門家・C/P が協力して改

善した。これらより、投入の質、

量、タイミングは成果達成に対し

て適切であった。

GMDSSはISEMとして以前から設

置された科目であったが、短期専

門家（GMDSS）によって短期集中

型で更なる技術移転が行われた。

これによって改正STCW条約を満

足するレベルまで上がったことか

ら、投入の質、量、タイミングは

成果達成に対して適切であった。

投入
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（７）

成　果

適切な機材の確保

日本側

長期専門家

（機関）、短

期専門家、

機材

モロッコ側

C/P、施設・

設備、工事

資金

効率性

ディーゼルエンジンプラントはそ

の調達方法を現地調達から日本で

の調達に変更したことから多くの

時間を要したため、タイミングと

しての効率性は低かった。しか

し、稼働可能な練習船を保有しな

い ISEMに対するティーゼルエン

ジンプラントの投入は、質、量と

もに成果達成に対して適切であっ

た。

投入

５－２－２　目標達成度

　目標達成度は、「プロジェクト目標」が達成されたか、「成果」がその達成にどれだけ貢献した

かを検討する。

　プロジェクト目標は「国際訓練基準に沿った、船員教育（航海及び機関）の訓練が、高等海事

学院で実施される」である。実習訓練のカリキュラム及びディーゼルエンジンプラントの維持・

管理マニュアルは印刷・製本が待たれるものの、プロジェクト終了までには完成する予定であ

る。その他の成果についてはほぼ達成されているとみなされ、種々の活動によってISEMの船員

教育レベルは国際訓練基準である改正STCW条約の履行強制事項を満足した教育内容となってい

る。カリキュラム、教授マニュアル、テキスト等についても同事項に沿った形に改正され、理論

学習、海上訓練を含めた実習内容、向上訓練内容ともに十分に国際訓練基準に沿った内容となっ

ている。これらを用いた講義・訓練を行うことによって、本プロジェクト目標は達成されるとみ

なされる。

　なお、2000 年 12 月６日に閉幕した IMO第 73 回海上安全委員会の場において、ホワイトリス

トが発表され、モロッコは無事にホワイトリストに掲載された。ホワイトリストは、STCW条約

を批准している各国がIMOに対して準拠状況をレポートとして報告し、IMOがその内容を検討、

改正STCW条約に準拠していると判断される国のリストを発表するというものである。このホワ

イトリストに掲載されなかった国の船は、外国に寄港する際、受入れを拒否される可能性がある

という厳しいものである。今回、モロッコがこのホワイトリストに掲載されたことで、モロッコ

の船員承認制度が確立されていると IMO に判断されたといえる。

　

　表５－ 15 に各成果がプロジェクト目標達成へ貢献した度合いをまとめた。
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表５－ 15　目標達成度

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

成　果

STCW 条約の基準を満たし、

同国のニーズに適合した船員

教育の方針が明確になる

訓練カリキュラムが実習及び

理論双方の技術革新に反映さ

れる

適切な実習訓練が確保される

適切な向上訓練が確保される

教官が適切な専門性と教授能

力を有する

貢献の度合い

モロッコの海運業界に対するニーズを反映させつつ、

改正STCW条約の履行強制事項を満足する船員教育方

針を明確にすることで、今後のモロッコにおけるその

方向性が明らかとなった。これは方向性を確定すると

いう点で大きな意味を持っており、ISEMがやるべき

こと、時間的・資金的余裕があればやること等に対す

る認識が統一された。

ISEMのカリキュラム（理論）の分析、改正STCW条

約との比較を行い、現状での問題点、改善方針を明ら

かにした。またこれに沿ってカリキュラムの見直しを

行い、講義部分については改正STCW条約履行強制事

項を満足したカリキュラム、テキストが作成された。

さらに、日進月歩である海運技術を常に船員教育の現

場に反映させることは重要であり、国際的な海運業界

との連携やインターネットによる情報収集等、最新情

報を入手するための体制が整った。

ISEMのカリキュラム（実習）の分析、改正STCW条

約との比較を行い、現状での問題点、改善方針を明ら

かにした。またこれに沿ってカリキュラム、テキスト

の見直しを行い、改正STCW条約履行強制事項を満足

した実習内容を作成した。また18か月に及び乗船訓練

についてはISEMの管轄では行われないものの、乗船

訓練において習得すべき技術としてトレーニングレ

コードブック（TRB）を作成した。学生はこれに沿っ

て乗船訓練を行うことによって、実地に即した訓練を

受けることができるようになった。

ISEMのカリキュラム（向上訓練）の分析、改正STCW

条約との比較を行い、現状での問題点、改善方針を明

らかにした。またこれに沿ってカリキュラム、テキス

トの見直しを行い、改正STCW条約履行強制事項を満

足した向上訓練内容を作成した。士官コース、部員

コースともに充実した訓練内容となり、船員教育を行

う ISEMの教育レベルが高くなった。

教官の専門性はある程度認められたものの、教官とし

ての資質は改善すべき点があったため、明文化能力、

読解能力等の向上を行った。これによって改正STCW

条約に準拠した教育がより効率的に行われるように

なった。
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（６）

（７）

成　果

GMDSS 関連訓練が実施され

る

訓練コースのための適切な機

材が確保される

貢献の度合い

GMDSS関連訓練は、学生に対する実習と、向上訓練

において士官コースに設置された訓練との両方が実施

された。これによって近年その必要性が高まっている

GMDSSに対する理解、技術が教授され、学生・士官

ともに高度な内容を理解することができた。

本来、エンジンの実習訓練は乗船訓練によって行われ

るものであるが、専用の練習船を持たないISEMでは

ディーゼルエンジンプラントの設置は妥当である。こ

のディーゼルエンジンプラントによって、エンジンの

構造、各部品・部位の構造的な意味や性質、維持管理

の方法等を学習することができるようになった。運

用・整備・管理については改正STCW条約に規定され

ている内容を満たすマニュアルを作成し、これに沿っ

て訓練を行うことにより、より詳細で高度な訓練を行

うことができるようになった。

表５－ 16　効　果

望ましい

正の効果

直接的

◆STCW条約批准

STCW 条約に係る

重要性がモロッコ

において再認識さ

れ、1997年に批准さ

れた。

間接的

◆ ISEMの評価

民間商船会社の改

訂・新設された各種

向上訓練コースに

対する期待が高く、

ISEM の評価が上

がった。

直接的

◆第三国研修

2001 年１月より第

三国研修が予定さ

れている。対象国は

カメルーン、ギニ

ア、モーリタリア等

であり、プロジェク

トの成果が発表さ

れ、各国に広く普及

される予定である。

間接的

◆ IMO非常任理事

国選出

1999年 12月総会に

おいて、2000年から

２年間の非常任理

事国に選出された。

これはモロッコの

海事分野が国際的

に高く評価された

結果である。

期待・予想されたもの 期待・予想されなかったもの

５－２－３　効　果

　効果は、プロジェクトを実施した結果、どのような正・負の変化が直接・間接に現れたかを検

討する。

　表５－ 16 に本プロジェクトの効果（望ましい効果、望ましくない効果、それぞれ期待・予想

されたもの（直接的・間接的）、期待・予想されなかったもの（直接的・間接的））をまとめた。
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望ましい

正の効果

望ましく

ない負の

効果

直接的

◆ IMOホワイトリ

スト掲載

2000年 12月６日に

閉幕した IMO第 73

回海上安全委員会

においてホワイト

リストが発表され、

モロッコはこれに

掲載された。これに

よってモロッコの

船員承認制度が国

際レベルとして確

立されていると

IMO に承認された

こととなる。

特になし

間接的

特になし

直接的

◆民間商船会社の

実習訓練の要望の

増加

ISEMの機材が充実

したことにより、

民間商船会社より

ISEMの機材を用い

た独自の実習訓練

を行いたい旨要望

が増加した。

特になし

間接的

特になし

期待・予想されたもの 期待・予想されなかったもの

　また、５－２－４計画の妥当性の項で、モロッコの船員数について後述するが、モロッコの平

均船員数は士官が約 670 名、部員は約 2,800 名（それぞれ 1990 ～ 1998 年までの９年間平均）で

ある。向上訓練は士官コースが６コースあるため、受講可能人数は 670 ×６の、延べ 4,020 名で

ある。同じく部員コースについても５コースであるため、受講可能人数は 2,800 ×５の、延べ１

万4,000名である。このうち、向上訓練受講者は士官が延べ1,677名、部員が延べ3,720名である

ことから、評価時点において士官コースは約 42％、部員コースは約 27％が受講していることと

なる。また、年平均受講者数は、士官コースで約330名、部員コースで約930名であることから、

士官コースはあと約7.1年で、部員コースはあと約11年で全船員が向上訓練を受講する計算とな

る。

　実際には、個々の訓練コースについて逐次最新情報・最新技術が取り入れられるため、再度受

講の必要性が出てくること及び全コースを船員が受講する必要がないことから、上述のような単

純計算で計ることは不可能であるが、いずれにしてもモロッコの船員の能力向上に大きなインパ

クトを与えるといえる。
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表５－ 17　モロッコ船舶業界の船員需要

商　船

雑役船

国家所有船

合　計

商　船

雑役船

国家所有船

合　計

士

官

数

部

員

数

1990

527

157

30

714

3,225

383

55

3,663

1991

462

218

30

710

3,413

383

58

3,854

1992

582

245

47

874

2,785

420

84

3,289

1993

266

163

52

481

3,049

313

86

3,448

1994

394

163

45

602

1,867

295

84

2,246

1995

436

193

46

675

1,376

360

76

1,812

1996

622

193

36

851

1,749

359

83

2,191

1997

700

173

49

922

1,869

377

127

2,373

1998

717

209

56

982

2,003

381

110

2,494

５－２－４　計画の妥当性

　計画の妥当性は、「プロジェクト目標」「上位目標」が評価時においても目標として意味がある

ものかどうかを検討する。

（１）上位目標

　上位目標は「優秀な海事関係者が確保され、モロッコ海事セクターの発展に寄与する」であ

る。モロッコの海事セクターは、モロッコの輸出入業界に大きな影響を持っており、これは全

輸出入量の98％を海運が担っていることからもうかがえる。また、国家開発５か年計画（2000

～ 2004 年）では海運による輸送量を 4,850 万 t から 6,000 万 t への増量を目標とすることとし

ており、モロッコが海運セクターに大きな力を入れていることが確認される。また、表５－17

と図５－３に示すように、間接的受益者である船舶業界の船員需要についても、士官は1993年

に、部員は1995年に一度落ち込みをみせたものの、その後は継続的に増加している。これらか

らモロッコにおいて優秀な海事関係者は引き続き必要とされており、本プロジェクトの上位目

標に対する妥当性は高いといえる。

図５－３　士官・部員数の推移

モロッコ国士官数推移 モロッコ国部員数推移
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（２）プロジェクト目標

　プロジェクト目標は「国際訓練基準に沿った、船員教育（航海及び機関）の訓練が、高等海

事学院で実施される」である。本プロジェクトの実施組織である ISEMは、上級船員を育成、

また士官・部員等船員に対して再教育・再訓練を行うモロッコ唯一の高等教育機関であり、海

運セクターを重視しているモロッコにおいて重要な地位を占めている。

　また、STCW条約が1995年に改正され、批准国に対しては履行強制事項の準拠が義務となっ

ている。改正STCW条約の履行強制事項は船員教育のみならず、法的整備や監督責任等、幅広

い分野にわたって規定している。このなかで ISEM が担う分野は船員教育に係る部分である

が、船員教育は航海安全の確保の観点からも非常に重要であり、国際訓練基準である改正

STCW条約に準拠した船員教育は必然的に継続して必要となる。そのため、本プロジェクト目

標は評価時点においても十分に妥当であるといえる。

５－２－５　自立発展性の見通し

　自立発展性は、援助終了後に被援助国の機関・組織がどれだけプロジェクトの正の効果を維持

することができるかを検討する。これは組織的自立発展、財政的自立発展及び技術的自立発展の

３方面から分析を行う。

（１）組織的自立発展

　ISEMはより高度な船員教育を行うことを目的に1978年に設立された組織である。そのため

プロジェクト開始前から管理職員、事務職員、教官とも既に配置されており、組織として確立

されていた。また、前述のように ISEMは上級船員を教育・育成し、また士官・部員等の船員

に対して再教育・再訓練を行うモロッコ唯一の組織であることから、モロッコにおいても十分

その重要性が認識されており、制度的に国の保護下にあるといえる。さらに、改正STCW条約

準拠に係る活動を行うにあたって、その教官が不足しているとの認識をもち、航海科・機関科

両方の学科でそれぞれ１名、計２名の教官を増員するなど、ISEM自体も組織的自立発展に向

けた努力を行っている。日本の高等教育機関においても教官の増員にはかなりの努力と時間が

必要であることを考えれば、これは特筆に値する。人員としては管理職 22名、教官 14名、事

務職員84名の計120名がISEM職員として配置されている。ISEMの組織図概要を図５－４に

示す。
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図５－４　ISEM組織図概要

表５－ 18　ISEMの受験者と入学者

受験者数

航海学科入学者数

機関学科入学者数

入学者数合計

倍　率

1995

2,000

21

20

41

48.8

1996

1,200

10

15

25

48.0

1997

1,150

10

15

25

46.0

1998

1,200

10

15

25

48.0

1999

1,158

10

15

25

46.3

2000

1,745

0

10

10

174.5

　また、前述のようにモロッコにおける船員需要は高く、これに合わせて ISEMの入学志願者

も表５－ 18 に示すようにかなり多い。これは船員の給料が他の職業に比して高く、待遇もよ

いことがその要因としてあげられる。つまり、ISEMをはさんで入口である入学者と出口であ

る就職との双方の需要が高いことから、ISEMの組織的自立発展はかなり高いといえる。なお、

ISEMの入学者数は、モロッコの経済状況、海運業界の動向、商船会社の需要等をかんがみ、

運輸・海運省、民間商船会社及び ISEMによって毎年協議を経て決定されている。そのため、

モロッコの船員需要は高いものの、2000年度については一時的に需要の抑制が見込まれること

から、2000 年度の入学者数は少なくなっている。
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（２）財政的自立発展

　ISEMの予算は、国からの予算と向上訓練による収入の２つからなっている。ISEMの予算は

表５－19に示すように毎年ほぼ一定額が確保されており、ほぼ平均的に約1,000万ディルハム

／年（日本円で約１億円、１ディルハム≒ 10円、2000年 11月現在）である。このうち向上訓

練による収入は、受講者数によって変動があるが平均して約15％にのぼる。モロッコの会計年

度は７月から６月までであったが、2001年度より１月から12月の暦どおりの会計年度に変更

された。その移行時期である2000年度については７月から12月までの６か月間であるため、

予算も約半分となっている。

表５－ 19　ISEMの予算

運営予算

・人件費

・資機材費

投資予算

合　計

1996/1997

7,000,000.00

838,100.00

6,161,900.00

2,100,000.00

9,100,000.00

1997/1998

7,902,403.00

1,238,400.00

6,664,003.00

2,380,065.83

10,282,468.83

1998/1999

7,246,270.28

1,222,100.00

6,024,170.28

3,070,122.89

10,316,393.17

1999/2000

7,760,327.06

1,491,936.62

6,268,390.44

2,301,824.17

10,162,151,23

（単位：ディルハム）

2000

3,000,000.00

513,827.00

2,486,173.00

1,894,624.90

4,894,624,90

　前述のとおり、モロッコは海運を重要視していることに加え、モロッコのなかで ISEMは重

要な高等教育機関として認知されていることから、これら予算が大幅に削減されることは考え

られず、財政的自立発展性は高いと判断される。

（３）技術的自立発展

　ISEMはもともと船員の高等教育機関であったことに加えて、本プロジェクトを行ったこと

により、航海分野、機関分野ともそれぞれが自立して技術を発展させるところまで向上してい

る。たとえば改正 STCW条約準拠状況のレポート提出後、IMO より不足と思われる部分につ

いて再度検討するよう指示が出たが、これに対する対処をC/Pのみで行い、その再レポートを

提出している。また、教官はすべて船長もしくは機関長の資格を有しており、長期の乗船経験

があることから、学生及び士官・部員に対して実践に即した指導を行うことができる。さら

に、プロジェクト活動を通じて IMO、世界海事大学、国際船主協会、英国航海学会、米国航海

学会、神戸商船大学、海技大学校等との連携を確立し、インターネットの活用も含めて最新情

報を収集する体制が確立された。これらから、教官を含むC/Pの諸問題に対応する能力が向上

したといえる。また最新情報を逐次取り入れることで自ら発展していくことも可能であること

から、技術的自立発展性は高いと判断される。
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第６章　提言及び教訓

６－１　結　論

　日本人専門家とカウンターパート（C/P）双方の努力により、プロジェクト目標「国際訓練基

準に沿った船員教育（航海及び機関）の訓練が、高等海事学院（ISEM）で実施される」はプロ

ジェクト終了までに達成できると評価する。

　また、本件終了時評価調査終了後の2000年12月に公表されたホワイトリストにモロッコは掲

載されており、これはISEMの訓練内容が国際基準の要件を具備しているとの外部評価でもある。

　なお、本件終了時評価調査時点では、まだホワイトリストは公表されておらず、むしろ評価期

間である国際海事機関（IMO）から何らかの課題を課せられる可能性が残っていたことから、ホ

ワイトリストに向けたISEMの問題解決能力を評価した。その結果、特に予想を大きく外れる課

題でなければISEM自身で対応可能であると評価できることから、プロジェクト終了までにホワ

イトリストが公表されない場合も、プロジェクト目標は達成可能であるとの結論に達した。

６－２　提　言

　プロジェクト目標をより確実に達成するため、また、プロジェクト終了後の ISEMのさらなる

発展のために次の提言を行う。

６－２－１　プロジェクト終了までに実施すべき事項

（１）航海科及び機関科の各種向上訓練の教材を完成すること。

（２）訓練マニュアルに沿ったディーゼルエンジンプラントの保留整備、性能解析等の実習を

カウンターパートに体験させること。

６－２－２　長期的提言

（１）プロジェクトに供与した訓練機材の維持管理、必要となる消耗品の購入等には相当の経

費が必要であるため、ISEM おいてはよりいっそうの予算獲得の努力を行うこと。

（２）ISEMの活動領域を船員教育のみならず、海事分野における調査研究にも広げるため、ま

た、教育の基本である教官と学生との人間関係を強化するため、ISEMは各教官に常勤でき

る執務室を用意すべきである。

（３）ISEM卒業生の 18 か月に及ぶ乗船訓練については、船員教育に必要なさまざまな経験が

得られるよう、多種の船種、航路で行う配慮が必要である。

（４）モロッコにおける経済発展に影響力を有する海運セクターには優秀な人材が必要である。

そのため、今後海運行政、海運経営等の分野への経験豊かな船員の進出が望まれる。
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（５）モロッコの海運セクター発展のためには、教授陣のレベルアップが不可欠である。その

ため教授陣に、たとえば世界海事大学等での勉学の機会を与えるべきである。

６－２－３　その他

　2001年１月からISEMにおいて開始される第三国研修は、本プロジェクトの成果のひとつで

ある。同研修において十分な成果をあげるためには研修開始までにレーダー／自動衝突予防援

助装置（ARPA）シミュレータ及びディーゼルエンジンプラントについてのテキストを準備す

ることが望ましい。

６－３　教　訓

　本プロジェクトの主要供与機材であるディーゼルエンジンプラントの類は大型かつ精密機械で

あり、また、極めて高価な機材でもある。加えて、その仕様検討・決定までには相応の長い時間

を要する。このような機材の供与に際しては、プロジェクトの円滑な実施のために、係る機材の

仕様に関して実施機関及び日本側との間で十分論議するとともに、その結論をプロジェクト開始

前までに仕様書として完成しておく必要がある。
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第７章　STCW95 条約ホワイトリストの公表

　調査終了後の2000年 12月に国際海事機関（IMO）よりホワイトリストが公表され、モロッコ

が改正 STCW 条約の規定を順守していることが国際的にかつ公式に認定された。これに伴い、

ISEMの訓練水準も同条約に準拠していることが認定され、日本の５年間にわたる技術協力の目

標が達成されたことが明らかになった（付属資料４．参照）



付属資料

１．調査日程

２．主要面談者

３．ミニッツ

４．終了時評価対処方針表

５．終了時評価調査表

６．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

７．ホワイトリスト公表新聞記事

８．関連情報の推移

９．活動計画書（PO）

10．要請から実施協議までの協力計画立案状況

11．実施体制概要図及び高等海事学院組織図

12．内部講師リスト

13．新カリキュラムの詳細
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１ .　調査日程

曜日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

宿泊

パリ

カサブランカ

カサブランカ

カサブランカ

カサブランカ

カサブランカ

カサブランカ

カサブランカ

ラバト

移動及び業務

11：20　東京　→　15：35　パリ（AN405）

９：30　パリ　→　11：30　ラバト（AF2958）

14：30　JICAモロッコ事務所打合せ

15：30　運輸・海運省職業訓練局表敬

10：00　運輸・海運省海運局表敬

15：00　ISEMとの協議

午前　　団内打合せ

12：00　ISEM学長主催昼食会

午後　　ISEMとの協議

終日　　ミニッツ内容協議

午前　　カサブランカ港施設視察

午後　　団内打合せ

終日　　資料整理、団内打合せ

終日　　資料整理、団内打合せ

午前　　合同調整委員会及びミニッツ署名

12：00　団長主催昼食会

15：00　在モロッコ日本大使館報告

12：25　ラバト →　16：25　パリ（AF2959）

17：55　パリ →

→　13：45　東京（JAL406）

日順

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

月 日

10月 30日

10月 31日

11月１日

11月２日

11月３日

11月４日

11月５日

11月６日

11月７日

11月８日

11月９日

（2000 年 10 月 30 日～ 11 月９日）
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２ .　主要面談者

（１）運輸・海運省

Mr. Mohamed MARGAOUI　 次官

Mr. Azzeddine CHRAIBI　 大臣官房調査担当

・職業訓練局 Mr. El Mostafa HAMMOU 局長

Mr. Mohamed LAHESSYRI Direction of Professional Training

Mr. Mohammed ZOUBIR Direction of Professional Training

・海運局　Mr. Abdelaziz BENHAIDA Chef de la Navigation Maritime

Mr. Mohamed MARZAGUI Chef de Division

Mr. Abdelilah EL MEZOUAR Chef de Division

Ms. Aicha ALAOUI Cooperation International

Ms. Touria MASSINE Immatriculations des Navires

Mr. Khadija KEFFAOU Chef de Service

Ms. Farida MHAMDI Administrateur

Mr. Omar HASSEIN Indspectur de La Navigation

Mr. Lamin TAZ Chef de Service

（２）高等海事学院（ISEM）

Mr. Miloud LOUKILI　 学長

Mr. Abdelhak NAGUIB　 教務部長

Mr. Ali BERNI　 向上訓練科長

Mr. El Mostapha BOUDLAL　 機関科長

Mr. Abderrahim BELKAD　 航海科長

Mr. Abdelowahed M'HADI　 航海科教官

Mr. Mohamed BECHTAOUI　 機関科教官

Mr. Mohamed OUALI　 事務次長

Mr. Aziz NIRI　 機関科教官（EP担当）

Mr. Mustapha FARRAH　 プロジェクト調整
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（３）在モロッコ日本大使館

佐藤　裕美　 特命全権大使

横山　和彦 書記官

（４）JICA モロッコ事務所

　　　事務所長 濱崎　文彦 事務所長

吉澤　啓 次長

木付　憲孝 所員

（５）ISEM 専門家チーム

大前　正也 チーフアドバイザー／船員教育（航海）

渡辺　建 業務調整

須藤　信行 船員教育（機関）

高橋　亮一 （短期）GMDSS

田崎　淡海 （短期）船舶建造

山岸　高見 （短期）維持管理
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